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【時間額】

最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなけれ
ばならないとする制度です。パート、アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
また、各都道府県に１つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定（

産業別）最低賃金」の２種類があります。 「地域別最低賃金」 と「特定（産業別）最低賃金」の両方の最低賃金が同時に適
用される場合には、いずれか高い方の最低賃金が適用されます。

最低賃金制度マスコットキャラクター「チェックマん」

使用者も、労働者も
必ずチェックしましょう！

最低賃金に関する情報以外に、雇用や労働に関する情報（国・大阪府等からのお知らせを
含む）を、吹田市ホームページにてご案内しておりますので、あわせてご覧ください。

すいた労働啓発キャラクター「はたラム君」

「最低賃金に関する特設サイト」

検 索最低賃金制度

賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や賃金引き上げに
向けた政府の支援策など、賃金引き上げのために参考となる情
報を掲載しています。

特設サイトもぜひご覧ください。

大阪労働局労働基準部賃金課
ＴＥＬ：０６-６９４９-６５０２
もしくは、最寄りの労働基準監督署へ

どの支援が合うか迷ったら・・・
大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター
へご相談ください。

お問い合わせ








